
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
改
正
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

（
貸
付
け
）

（
貸
付
け
）

第
一
条

県
は
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
沿

第
一
条

県
は
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
沿

岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
及
び
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行

岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
及
び
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行

規
則
（
昭
和
五
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
二
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ

規
則
（
昭
和
五
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
二
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
沿
岸
漁
業
の
従
事
者
、
そ
の
組
織
す
る
団
体
及
び
沿
岸
漁
業
を
営
む
会
社
で
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
事

ろ
に
よ
り
、
沿
岸
漁
業
の
従
事
者
、
そ
の
組
織
す
る
団
体
及
び
沿
岸
漁
業
を
営
む
会
社
で
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
事

者
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
も
の
並
び
に
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関

者
の
数
が
二
十
人
以
下
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
経
営
等
改
善
資
金
、

す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の

生
活
改
善
資
金
及
び
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
資
金
を
貸
し
付
け
る
。

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
中
小
企
業
者
（
以
下
「
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
」
と

い
う
。
）
に
対
し
て
経
営
等
改
善
資
金
、
生
活
改
善
資
金
及
び
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
資
金
を
貸
し
付
け
る
。

（
貸
付
金
の
種
類
等
）

（
貸
付
金
の
種
類
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

資

資
金
の
種
類

貸
付
を
受
け
る
資

資

資
金
の
種
類

貸
付
を
受
け
る
資

金

格
を
有
す
る
も
の

貸
付
限
度
額

償
還
期
間

金

格
を
有
す
る
も
の

貸
付
限
度
額

償
還
期
間

名

区

分

内

容

名

区

分

内

容

経

一
（
略
）

（
略
）

沿
岸
漁
業
（
小
型
の
漁
船
を

（
略
）

七
年
以
内
（
据
置
期

経

一
（
略
）

（
略
）

沿
岸
漁
業
（
小
型
の
漁
船
を

（
略
）

七
年
以
内
（
据
置
期

営

使
用
し
て
行
う
水
産
動
植
物

間
一
年
以
内
を
含

営

使
用
し
て
行
う
水
産
動
植
物

間
一
年
以
内
を
含

等

の
採
捕
の
事
業
に
あ
つ
て

む
。
）
。
た
だ
し
、

等

の
採
捕
の
事
業
に
あ
つ
て

む
。
）

改

二
（
略
）

（
略
）

は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満

動
力
式
つ
り
機

農
商
工
等
連
携
促
進

改

二
（
略
）

（
略
）

は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満

動
力
式
つ
り
機

善

の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
場

を
設
置
す
る
場
合

法
第
四
条
第
一
項
の

善

の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
場

を
設
置
す
る
場
合

資

合
及
び
青
年
漁
業
者
が
中
心

に
あ
つ
て
は
一
セ

認
定
を
受
け
た
者
が

資

合
及
び
青
年
漁
業
者
が
中
心

に
あ
つ
て
は
一
セ

金

と
な
つ
て
漁
業
経
営
改
善
の

ッ
ト
に
つ
き
八
十

当
該
認
定
に
係
る
同

金

と
な
つ
て
漁
業
経
営
改
善
の

ッ
ト
に
つ
き
八
十

た
め
の
意
欲
的
な
取
組
を
行

万
円
、
ラ
イ
ン
ホ

項
に
規
定
す
る
農
商

た
め
の
意
欲
的
な
取
組
を
行

万
円
、
ラ
イ
ン
ホ

お
う
と
す
る
も
の
と
し
て
水

ー
ラ
ー
等
の
揚
縄

工
等
連
携
事
業
計
画

お
う
と
す
る
も
の
と
し
て
水

ー
ラ
ー
等
の
揚
縄

産
庁
長
官
が
定
め
る
も
の

機
を
設
置
す
る
場

に
従
つ
て
実
施
さ
れ

産
庁
長
官
が
定
め
る
も
の

機
を
設
置
す
る
場



（
以
下
「
経
営
改
善
取
組
漁

合
に
あ
つ
て
は
一

る
農
商
工
等
連
携
促

（
以
下
「
中
核
的
漁
業
者
協

合
に
あ
つ
て
は
一

業
者
団
体
」
と
い
う
。
）
が

台
に
つ
き
百
二
十

進
法
第
二
条
第
四
項

業
体
」
と
い
う
。
）
が
総
ト

台
に
つ
き
百
二
十

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十

万
円
、
ネ
ッ
ト
ホ

に
規
定
す
る
農
商
工

ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン

万
円
、
ネ
ッ
ト
ホ

ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使

ー
ラ
ー
等
の
揚
網

等
連
携
事
業
を
実
施

未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
す

ー
ラ
ー
等
の
揚
網

用
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下

機
を
設
置
す
る
場

す
る
の
に
必
要
な
資

る
場
合
に
限
る
。
以
下
本
項

機
を
設
置
す
る
場

こ
の
項
及
び
青
年
漁
業
者
等

合
に
あ
つ
て
は
一

金
（
以
下
「
農
商
工

及
び
青
年
漁
業
者
等
養
成
確

合
に
あ
つ
て
は
一

養
成
確
保
資
金
の
項
に
お
い

台
に
つ
き
百
二
十

等
連
携
事
業
実
施
資

保
資
金
の
項
に
お
い
て
同

台
に
つ
き
百
二
十

て
同
じ
。
）
を
営
む
個
人
、

万
円
、
漁
業
用
ソ

金
」
と
い
う
。
）
と

じ
。
）
を
営
む
個
人
、
漁
業

万
円
、
漁
業
用
ソ

漁
業
生
産
組
合
、
漁
業
協
同

ナ
ー
を
設
置
す
る

し
て
貸
し
付
け
る
場

生
産
組
合
、
漁
業
協
同
組

ナ
ー
を
設
置
す
る

組
合
、
協
業
体
（
漁
業
生
産

場
合
に
あ
つ
て
は

合
に
あ
つ
て
は
九
年

合
、
協
業
体
（
漁
業
生
産
組

場
合
に
あ
つ
て
は

組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
を

一
台
に
つ
き
五
百

以
内
（
据
置
期
間
三

合
及
び
漁
業
協
同
組
合
を
除

一
台
に
つ
き
五
百

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

万
円
、
カ
ラ
ー
魚

年
以
内
を
含

く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
会

万
円
、
カ
ラ
ー
魚

会
社
（
そ
の
常
時
使
用
す
る

群
探
知
機
を
設
置

む
。
）
、
農
林
漁
業

社
（
そ
の
常
時
使
用
す
る
従

群
探
知
機
を
設
置

従
業
者
の
数
が
二
十
人
以
下

す
る
場
合
に
あ
つ

有
機
物
資
源
の
バ
イ

業
者
の
数
が
二
十
人
以
下
で

す
る
場
合
に
あ
つ

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

て
は
一
台
に
つ
き

オ
燃
料
の
原
材
料
と

あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

て
は
一
台
に
つ
き

同
じ
。
）
並
び
に
農
商
工
等

百
五
十
万
円
、
海

し
て
の
利
用
の
促
進

じ
。
）

百
五
十
万
円
、
海

連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項

水
冷
却
装
置
を
設

に
関
す
る
法
律
（
平

水
冷
却
装
置
を
設

の
認
定
を
受
け
た
農
商
工
等

置
す
る
場
合
に
あ

成
二
十
年
法
律
第
四

置
す
る
場
合
に
あ

連
携
促
進
法
第
二
条
第
一
項

つ
て
は
一
台
に
つ

十
五
号
）
第
四
条
第

つ
て
は
一
台
に
つ

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

き
百
八
十
万
円
、

一
項
の
認
定
を
受
け

き
百
八
十
万
円
、

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

巻
取
り
ウ
イ
ン
チ

た
者
（
そ
の
者
の
設

巻
取
り
ウ
イ
ン
チ

「
認
定
中
小
企
業
者
」
と
い

を
設
置
す
る
場
合

立
に
係
る
同
項
の
法

を
設
置
す
る
場
合

う
。
）
又
は
認
定
中
小
企
業

に
あ
つ
て
は
一
台

人
を
含
み
、
当
該
認

に
あ
つ
て
は
一
台

者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お

に
つ
き
七
十
万
円

定
を
受
け
た
者
又
は

に
つ
き
七
十
万
円

け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間

(

経
営
改
善
取
組

当
該
法
人
が
同
法
第

(

中
核
的
漁
業
者

接
の
構
成
員
が
農
商
工
等
連

漁
業
者
団
体
に
あ

二
条
第
三
項
に
規
定

協
業
体
に
あ
つ
て

携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第

つ
て
は
、
三
百
万

す
る
農
業
協
同
組
合

は
、
三
百
万

二
号
ハ
に
掲
げ
る
措
置
を
行

円)

、
放
電
式
集

等
で
あ
る
場
合
に
あ

円)

、
放
電
式
集

う
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定

魚
灯
を
設
置
す
る

つ
て
は
、
そ
の
直
接

魚
灯
を
設
置
す
る

中
小
企
業
者

場
合
に
あ
つ
て
は

又
は
間
接
の
構
成
員

場
合
に
あ
つ
て
は

一
セ
ッ
ト
に
つ
き

を
含
む
。
）
が
当
該

一
セ
ッ
ト
に
つ
き

二
百
万
円
、
漁
業

認
定
に
係
る
同
法
第

二
百
万
円
、
漁
業

用
ク
レ
ー
ン
を
設

四
条
第
一
項
に
規
定

用
ク
レ
ー
ン
を
設



置
す
る
場
合
に

す
る
生
産
製
造
連
携

置
す
る
場
合
に
あ

あ
つ
て
は
一
台
に

事
業
計
画
に
従
つ
て

つ
て
は
一
台
に
つ

つ
き
四
百
万
円
と

同
法
第
二
条
第
三
項

き
四
百
万
円
と

し
、
総
額
で
五
百

第
二
号
イ
に
掲
げ
る

し
、
総
額
で
五
百

万
円
と
す
る
。

措
置
を
実
施
す
る
の

万
円
と
す
る
。

に
必
要
な
資
金
（
以

三
（
略
）

（
略
）

（
略
）

下
「
農
林
漁
業
有
機

三
（
略
）

（
略
）

（
略
）

物
資
源
生
産
措
置
実

施
資
金
」
と
い

三
の
二

推
進
機
関
そ
の

漁
船
用
環
境
高

う
。
）
と
し
て
貸
し

三
の
二

推
進
機
関
そ
の

漁
船
用
環
境
高

七
年
以
内
（
据
置
期

（
略
）

他
の
漁
船
に
設

度
対
応
機
関
を
設

付
け
る
場
合
に
あ
つ

（
略
）

他
の
漁
船
に
設

度
対
応
機
関
を
設

間
一
年
以
内
を
含

置
さ
れ
る
機
器

置
す
る
場
合
に
あ

て
は
九
年
以
内
（
据

置
さ
れ
る
機
器

置
す
る
場
合
に
あ

む
。
）

等
で
あ
つ
て
、

つ
て
は
一
台
に
つ

置
期
間
一
年
以
内
を

等
で
あ
っ
て
、

つ
て
は
一
台
に
つ

通
常
の
型
式
の

き
千
二
百
万
円
、

含
む
。
）
と
す
る
。

通
常
の
型
式
の

き
千
二
百
万
円
、

も
の
又
は
通
常

定
速
装
置
を
設
置

も
の
又
は
通
常

定
速
装
置
を
設
置

の
方
式
に
よ
る

す
る
場
合
に
あ
つ

の
方
式
に
よ
る

す
る
場
合
に
あ
つ

も
の
と
比
較
し

て
は
一
台
に
つ
き

も
の
と
比
較
し

て
は
一
台
に
つ
き

て
燃
料
油
の
消

百
二
十
万
円
、
発

て
燃
料
油
の
消

百
二
十
万
円
と

費
が
節
減
さ
れ

光
ダ
イ
オ
ー
ド
式

費
が
節
減
さ
れ

し
、
総
額
で
千
三

る
漁
船
用
環
境

集
魚
灯
を
設
置
す

る
漁
船
用
環
境

百
万
円
と
す
る
。

高
度
対
応
機

る
場
合
に
あ
つ
て

高
度
対
応
機
関

関
、
定
速
装
置

は
一
セ
ッ
ト
に
つ

及
び
定
速
装
置

及
び
発
光
ダ
イ

き
千
三
百
万
円
と

の
設
置
に
必
要

オ
ー
ド
式
集
魚

し
、
総
額
で
千
三

な
資
金

灯
の
設
置
に
必

百
万
円
と
す
る
。

要
な
資
金

四
（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
年
以
内
（
据
置
期

四
（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
年
以
内
（
据
置
期

間
ニ
年
以
内
を
含

間
ニ
年
以
内
を
含

む
。
）
。
た
だ
し
、

む
。
）

農
商
工
等
連
携
事
業

実
施
資
金
と
し
て
貸

し
付
け
る
場
合
に
あ



つ
て
は
五
年
以
内

（
据
置
期
間
三
年
以

内
を
含
む
。
）
、
農

林
漁
業
有
機
物
資
源

生
産
措
置
実
施
資
金

と
し
て
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
五

年
以
内
（
据
置
期
間

二
年
以
内
を
含

む
。
）
と
す
る
。

四
の
二

（
略
）

沿
岸
漁
業
を
営
む
個
人
、
漁

（
略
）

十
年
以
内
（
据
置
期

四
の
二

（
略
）

沿
岸
漁
業
を
営
む
個
人
、
漁

（
略
）

十
年
以
内
（
据
置
期

（
略
）

業
生
産
組
合
、
漁
業
協
同
組

間
三
年
以
内
を
含

（
略
）

業
生
産
組
合
、
漁
業
協
同
組

間
三
年
以
内
を
含

合
、
協
業
体
及
び
会
社
並
び

む
。
）
。
た
だ
し
、

合
、
協
業
体
及
び
会
社
並
び

む
。
）

に
沿
岸
漁
業
を
営
む
者
を
構

農
商
工
等
連
携
事
業

に
沿
岸
漁
業
を
営
む
者
を
構

成
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合

実
施
資
金
と
し
て
貸

成
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合

及
び
協
業
体
並
び
に
認
定
中

し
付
け
る
場
合
に
あ

及
び
協
業
体

小
企
業
者
又
は
認
定
中
小
企

つ
て
は
十
二
年
以
内

業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に

（
据
置
期
間
五
年
以

お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は

内
を
含
む
。
）
、
農

間
接
の
構
成
員
が
農
商
工
等

林
漁
業
有
機
物
資
源

四
の
三

（
略
）

連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項

（
略
）

生
産
措
置
実
施
資
金

四
の
三

（
略
）

（
略
）

十
年
以
内
（
据
置
期

（
略
）

第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
措
置
を

と
し
て
貸
し
付
け
る

（
略
）

間
三
年
以
内
を
含

行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認

場
合
に
あ
つ
て
は
十

む
。
）

定
中
小
企
業
者

二
年
以
内
（
据
置
期

間
三
年
以
内
を
含

む
。
）
と
す
る
。

五
〜
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
〜
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



生

一
〜
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

生

一
〜
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

活

（
略
）

活

（
略
）

改

改

善

善

資

資

金

金

青

一
〜
ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

青

一
〜
ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

年

（
略
）

年

（
略
）

漁

漁

業

三
（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
千
万
円(

経

十
年
以
内
（
据
置
期

業

三
（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
千
万
円(

中

十
年
以
内
（
据
置
期

者

営
改
善
取
組
漁
業

間
三
年
以
内
を
含

者

核
的
漁
業
者
協
業

間
三
年
以
内
を
含

等

者
団
体
に
あ
つ
て

む
。
）
。
た
だ
し
、

等

体
に
あ
つ
て
は
五

む
。
）

養

は
五
千
万
円
、
部

農
林
漁
業
有
機
物
資

養

千
万
円
、
部
門
経

成

門
経
営
の
開
始
に

源
生
産
措
置
実
施
資

成

営
の
開
始
に
あ
つ

確

あ
つ
て
は
八
百
万

金
と
し
て
貸
し
付
け

確

て
は
八
百
万
円)

保

円)

る
場
合
に
あ
つ
て

保

資

は
、
十
二
年
以
内

資

金

（
据
置
期
間
三
年
以

金

内
を
含
む
。
）
と
す

る
。

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

第
三
条
〜
第
五
条
（
略
）

第
三
条
〜
第
五
条
（
略
）



（
貸
付
け
の
決
定
）

（
貸
付
け
の
決
定
）

第
六
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
法
第
八
条
（
農
商
工
等
連
携

第
六
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
基

促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
照
ら

準
に
照
ら
し
て
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
け
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
て
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
付
け
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
〜
３
（
略
）

２
〜
３
（
略
）

第
七
条
〜
第
十
八
条
（
略
）

第
七
条
〜
第
十
八
条
（
略
）



第１号様式（第５条関係）
年 月 日

青森県知事 殿

住 所 電話番号
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金貸付申請書

青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第５条の規定に基づき、下記のとおり沿岸漁業改善資金の貸
付けを申請します。

記

（略）

（略）

償 還 計 画

償還日 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月 日 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（略）

第１号様式（第５条関係）
年 月 日

青森県知事 殿

住 所 電話番号
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金貸付申請書

青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第５条の規定に基づき、下記のとおり沿岸漁業改善資金の貸
付けを申請します。

記

（略）

（略）

償 還 計 画

償還日 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目 年目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

月 日 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額 償還額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（略）



第２号様式（第６条関係）
年 月 日
番 号

殿

青森県知事 印

青森県沿岸漁業改善資金貸付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった沿岸漁業改善資金の貸付けについて、青森県沿岸漁業改善
資金貸付規則第６条の規定により （下記の条件を附して、)下記のとおり決定したので通知する。、

記

資金の種類 貸付決定番号 貸付金額

償 還 期 日 金 額 摘 要

償 第 ９回 年 月 日
還
方 第１０回 年 月 日
法

第１１回 年 月 日

第１２回 年 月 日

計

連帯保証人 ほか 人

担保物件

（略）

第２号様式（第６条関係）
年 月 日
番 号

殿

青森県知事 印

青森県沿岸漁業改善資金貸付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった沿岸漁業改善資金の貸付けについて、青森県沿岸漁業改善
資金貸付規則第６条の規定により （下記の条件を附して、)下記のとおり決定したので通知する。、

記

資金の種類 貸付決定番号 貸付金額

償 還 期 日 金 額 摘 要

償 第 ９回 年 月 日
還
方 第１０回 年 月 日
法

計

連帯保証人 ほか 人

担保物件

（略）



第３号様式（第８条関係）
（表）

収入印紙添付爛 年 月 日

青森県知事殿
住所
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金借用証書

下記のとおり沿岸漁業改善資金を借用いたしました。ついては、青森県沿岸漁業改善資金貸
付規則及び裏面の特約条項を承知の上、借入金の償還は、支払期日に遅滞なく実行することを
確約いたします。

記

資金の種類 貸付決定番号 年度 第 号

借入金額 償 第 １回 年 月 日 千円
還 第 ２回 年 月 日
期 第 ３回 年 月 日

千円 日 第 ４回 年 月 日
及 第 ５回 年 月 日
び 第 ６回 年 月 日

償還期限 償 第 ７回 年 月 日
還 第 ８回 年 月 日
額 第 ９回 年 月 日

年 月 日 第１０回 年 月 日
第１１回 年 月 日
第１２回 年 月 日

（略）

第３号様式（第８条関係）
（表）

収入印紙添付爛 年 月 日

青森県知事殿
住所
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金借用証書

下記のとおり沿岸漁業改善資金を借用いたしました。ついては、青森県沿岸漁業改善資金貸
付規則及び裏面の特約条項を承知の上、借入金の償還は、支払期日に遅滞なく実行することを
確約いたします。

記

資金の種類 貸付決定番号 年度 第 号

借入金額 償 第 １回 年 月 日 千円
還 第 ２回 年 月 日
期 第 ３回 年 月 日

千円 日 第 ４回 年 月 日
及 第 ５回 年 月 日
び 第 ６回 年 月 日

償還期限 償 第 ７回 年 月 日
還 第 ８回 年 月 日
額 第 ９回 年 月 日

年 月 日 第１０回 年 月 日

（略）



（裏）

沿岸漁業改善資金借用証書特約条項

（期限前償還）
第１条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者（以下「乙」という ）は、青森県（以下「甲」と。
いう ）が次の各号のいずれかに該当すると認め、期限前償還の請求をした場合には、表面に記載。
された償還期限（分割支払の場合の各支払期日を含む。以下同じ ）の定めにかかわらず直ちに。
債務の全部又は一部を弁済する。
( )～( ) (略)1 2
( ) 乙につき、仮差押え、差押え若しくは競売の申立があつたとき、又は破産手続開始、民事3
再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあつたとき。

( ) 乙が、支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき、又は清算に入つた4
とき。

( ) 乙が、租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。5
( ) 乙が、甲に数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかつたとき。6
( ) この借入金により改良又は取得された機器等が貸付けの目的に反して使用され、譲渡され、7
交換され、貸し付けられ、若しくは担保に供され、又は公用収容されたとき。

( ) 乙が、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則（以下「規則」という ）及びこの契約に基づく義務8 。
の履行を怠つたとき。

( ) 乙が、償還金の支払を怠つたとき。9

第２条～第９条（略）

第４号様式（第９条関係）～第５号様式（第１０条関係 （略））

（裏）

沿岸漁業改善資金借用証書特約条項

（期限前償還）
第１条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者（以下「乙」という ）は、青森県（以下「甲」と。
いう ）が次の各号の一に該当すると認め、期限前償還の請求をした場合には、表面に記載された。
償還期限（分割支払の場合の各支払期日を含む。以下同じ ）の定めにかかわらず直ちに債務の全。
部又は一部を弁済する。
( )～( ) (略)1 2
( ) 乙が、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則（以下「規則」という ）及びこの契約に基づく義務3 。
の履行を怠つたとき。

( ) 乙が、償還金の支払を怠つたとき。4

第２条～第９条（略）

第４号様式（第９条関係）～第５号様式（第１０条関係 （略））



第６号様式（第１６条関係）
年 月 日

青森県知事 殿

住 所
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金支払猶予申請書

年 月 日付け 第 号で貸付けの決定の通知を受けた沿岸漁業改善資金につい
て支払を猶予してくださるよう、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第１６条の規定により、下記
のとおり申請します。

記

資金の種類

償 還 期 日 金 額

当初の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日
第１１回 年 月 日
第１２回 年 月 日

償 還 期 日 金 額

変更後の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日
第１１回 年 月 日
第１２回 年 月 日

変更理由

（略）

第６号様式（第１６条関係）
年 月 日

青森県知事 殿

住 所
氏名又は名称及び代表者氏名 印

沿岸漁業改善資金支払猶予申請書

年 月 日付け 第 号で貸付けの決定の通知を受けた沿岸漁業改善資金につい
て支払を猶予してくださるよう、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第１６条の規定により、下記
のとおり申請します。

記

資金の種類

償 還 期 日 金 額

当初の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日

償 還 期 日 金 額

変更後の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日

変更理由

（略）



第７号様式（第１７条関係）
年 月 日
番 号

殿

青森県知事 印

沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書

年 月 日付け 第 号で貸付けの決定の通知をした沿岸漁業改善資金について
は、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第１７条の規定により、下記のとおり決定したので通知す
る。

記

資金の種類

償 還 期 日 金 額

当初の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日
第１１回 年 月 日
第１２回 年 月 日

償 還 期 日 金 額

変更後の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日
第１１回 年 月 日
第１２回 年 月 日

（略）

第７号様式（第１７条関係）
年 月 日
番 号

殿

青森県知事 印

沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書

年 月 日付け 第 号で貸付けの決定の通知をした沿岸漁業改善資金について
は、青森県沿岸漁業改善資金貸付規則第１７条の規定により、下記のとおり決定したので通知す
る。

記

資金の種類

償 還 期 日 金 額

当初の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日

償 還 期 日 金 額

変更後の償還方法 第 １回 年 月 日 千円

第 ９回 年 月 日
第１０回 年 月 日

（略）


